
  ＊生活保護世帯の方は無料です。 

（いずれも非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 自己負担額 
多胎児一人に

つき追加分 

宿泊型 
原則，入所は９時  

退所は１7時頃 

1日        

3,000円 

1日             

1,000円 

通所型 
おおむね     

９時～１６時頃 

1日          

2,000円 

1日           

900円 

訪問型 
９時～１７時までの

２～３時間程度 

1日            

1,200円 

1日             

600円 

鈴鹿市に住民票があり，産後１年未満のお母さんとそのお子様のうち，     

下記の項目の全てに当てはまる方 

①産後に，母親の心身の不調または育児不安（母乳育児，育児手技など）が強く，

医師や助産師，保健師等から，専門的な心身のケアが必要と認められた方 

②母子ともに病院への入院を要しない方 

③家族等から十分な産後の援助が受けられない方 

鈴鹿市では，産後のお母さんとそのご家族が「 こやかに っと笑顔で がやいて」安心して 

子育てができるように，委託産科医療機関と助産所で，保健指導を主とする産後ケア事業を実施しています。 

・お母さんの体調管理 

・おっぱい相談・育児相談 

・授乳方法の指導・発育発達の助言 

など 

        

  ＜利用にあたっての注意点＞ 

●この事業は，家事支援を目的としたもの

ではありません。  

●入院とは異なりますので，母子同室で

す。育児や身の回りのことはご自身で行

うことになります。 

●利用期間は，最長７日間です。    

利用種類を組み合わせての利用が可能

です。また，連続していなくてもかまいま

せん。 

●上のお子様は同伴できません。 

●準備していただく日用品については施設

にご確認ください。 

●インフルエンザなどの感染症にかかって 

いる場合は利用できません。 

利用できる方 

産後ケア事業の内容 

宿泊型・通所型は，産後ケア実施機関で母子同室にて， 

また，訪問型は，助産師が自宅へ訪問し，お母さんの 

からだとこころのケア，育児についてのアドバイスをします。 

鈴鹿市内の通院されている産婦人科・助産所，または健康づくり課にご相談ください。 

鈴鹿市担当者が面接し，対象者に該当されるかの確認をさせていただきます。その後，本人から利用申請書を

提出していただき，産後ケア実施機関と調整後に利用となりますので，お早めにご相談ください。 

申し込み方法 

お問い合わせ先 

 鈴鹿市役所 健康づくり課 母子保健グループ （保健センター内 子育て世代包括支援センター） 

  TEL：059-382-2252  FAX：059-382-4187  

 住所： 鈴鹿市西条五丁目 118番地の３  平日 ８時３０分～１７時１５分 

産後ケア事業の種類と自己負担額 

http://3.bp.blogspot.com/-eyG-j5ANlOI/U57DAZpQBdI/AAAAAAAAhgA/XNw5q4vvuNo/s800/syussan_akachan.png


＜利用の方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施機関一覧＞  

※各医療機関で出産した産婦さんのみ利用できます。                令和４年度 

医療機関名 所在地及び電話番号 宿泊型 通所型 訪問型 備考 

白子ウィメンズホスピタル 鈴鹿市南江島町 9-5 

059-388-2221 〇 × × 
生後４か月以上は

利用不可 

鈴木レディースクリニック 鈴鹿市平野町 7740-1 

059-370-5151 〇 〇 × 
 

 

宮崎産婦人科 鈴鹿市平田二丁目 1-8 

059-378-8811 〇 〇 × 
生後４か月以上は

利用不可 

※助産所以外で出産された産婦さんも利用できます。                 令和４年度 

助産所 所在地及び電話番号 宿泊型 通所型 訪問型 備考 

マタニティハウスひまわり 鈴鹿市高塚町 1066-31 

059-370-4970 〇 〇 〇 
生後４か月以上は

要相談 

助産所 ひっつきむし 

（助産師：打田
うちだ

 祐
ゆ

希
き

） 

鈴鹿市竹野二丁目 11-25 

090-5034-3749 × × 〇 
 

助産所 ははみちる 

（助産師：前田
まえだ

 亮子
りょうこ

） 

鈴鹿市郡山町 343-2 

090-3968-7653 × × 〇 

 

※助産所については，（一社）三重県助産師会に委託しておりますので，上記以外の施設利用も可能です。 

詳細については，健康づくり課までご相談ください。 

 

利用を希望される方は，事前に鈴鹿市健康づくり課（保健センター内子育て世代包括

支援センター）にご相談ください。 

保健師等が家庭状況・産後のお母さんや赤ちゃんの様子をお聞きするため，ご自宅や

ご出産された医療機関等にて面接をさせていただきます。 

 

「鈴鹿市産後ケア事業利用申請書」をご記入いただき，申し込みをしてください。 

母子健康手帳をご持参ください。 

 

申請後，利用の可否の審査を行います。利用決定後，鈴鹿市健康づくり課から「鈴鹿

市産後ケア事業利用承認通知書」を送付いたします。         

利用料は利用される実施機関へ直接お支払いください。 

 

やむを得ず変更及び利用の中止を行う場合は，お早めにご連絡ください。日程の変更

（中止）は，利用開始日の前日正午までに実施機関へお願いします。この日を過ぎて

の利用日の変更（中止）はキャンセルとして取扱い，産後ケア事業を利用したものと

して自己負担額の支払いが必要となります。 

また，キャンセルは利用回数として計上されますので，ご注意ください。 

1.利用の希望 

2.面接 

3.申し込み 

4.決定等 

5.その他 


